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                         （写） 

小 監 発 第 １ ７ 号 

平成２４年６月１４日 

 

 

監査請求人 

 

 

 

小金井市監査委員  重 永 邦 敏 

                同      露 木 肇 子 

                同      武 井 正 明 

 

 

小金井市職員措置請求に係る監査結果について(通知) 

 

平成２４年４月１８日付けで提出された小金井市職員措置請求につい

て、地方自治法第２４２条第４項の規定により、監査の結果を下記のと

おり通知します。 

 

記 

 

第１ 監査請求の受理 

  監査請求は、平成２４年４月１８日付けで提出され、要件審査の結

果、所定の要件を具備しているものと認め、これを受理することと決

定した。 

 

 

第２ 監査の実施 

  監査に当たっては、関係書類の収集及び事実関係の調査を行ったほ

か、請求人及び監査対象部局から事情を聴取した。 

 １ 請求人に対して、地方自治法（以下「地自法」という。)第２４２ 
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条第６項の規定に基づき、平成２４年５月１６日に証拠の提出及び

陳述の機会を設けた。当日、請求人が出席し、請求の趣旨を補充す

る陳述を行ったが、新たな証拠の提出はなかった。 

 

 ２ 事情聴取した職員 

   総務部総務部長 

   総務部職員課長 

   総務部管財課長 

 

 

第３ 請求の趣旨 

 １ 現在、市長は市と小金井市職員組合、小金井市役所職員労働組合

及び小金井市職員組合現業評議会（以下「職員団体」という。）間の

各協定書に基づき、行政財産を職員団体に無償で貸与している（以

下「本件」という。）。これは以下のことから違法性が認められる。  

 

⑴ 地自法第９６条第１項第６号違反 

    同条第１項は「普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を

議決しなければならない。」と規定し、その第６号は「条例で定め

る場合を除くほか、財産を交換し、出資の目的とし、若しくは支

払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若

しくは貸し付けること。」を掲げている。  

    本件に関して、市長の回答は小金井市行政財産使用料条例（以

下「使用料条例」という。）第５条第４号の「前各号のほか、市長

が特に必要があると認めるとき。」の定めによるとしている。これ

は上位法である地自法第９６条における「条例で定める場合を除

く」に該当し、形式的には整っているが、法解釈の基本に鑑みる

と条件が付いていない白紙委任に当たる。 

    したがって、本件は条例の上位法である地自法第９６条「適正

な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けること」は「普

通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければなら

ない」に拘束される。 
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    しかし、「議会の議決がない」ため、違法性が認められる。  

 

  ⑵ 地自法第２３８条の４第７項違反 

    同項で「行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度におい

てその使用を許可することができる。」となっており、本来の用途

又は目的が阻害されないことが必須条件となっている。  

    しかし、現状、市長は下記表にあるとおり、執務室を賃借して

いる。このことは本来の業務スペースの不足分を賃借により賄っ

ており、「阻害されている」こと、また、「長期永続的な使用」を

認めているのは目的外使用の範疇を超えており、通常、期間はな

るべく短い期間とすることが望ましく、１年以内を原則としてい

ることから違法性が認められる。 

 

   【賃借状況表】平成２４年４月１３日現在  

該当部署 賃借物件所在地 年間賃借料 

開発事業本部再開発課  本町六丁目９番３５号       ２，７００千円  

学校教育部指導室  本町六丁目 1,824 番地１   ４，６７８千円  

環境部ごみ対策課  貫井南町一丁目２２番１号  １０，９８０千円  

合   計   １８，３５８千円  

 

  ⑶ 議事録からの無償貸与に関する違法性の検証  

   ア 条例議決時の議事録からの違法性の検証 

     昭和６１（１９８６）年３月３１日に、当時の職員団体の無

償貸与について交わされた協定書の根拠となった使用料条例第

５条第４号が議決された際の議事録には以下の記録があり、無

償貸与を認めていない。このことから地自法第９６条に対する

違法性が認められる。 

 

   【以下議事録から抜粋】 

    「職員組合は、法的にも独立した機関として認められ、当局と 

対等の立場にある。したがって、施設の使用料や光熱水費等払う

べきものは払うべきだと思うとの意見がなされました。」 



                             

4 

 

 

   イ 無償貸与に関する総務企画委員会不採択に関する検証 

     平成２４（２０１２）年３月７日開催の総務企画委員会で不 

採択になった事務所無償貸与に関する２４陳情第２１号の議事

録によると、管財課長は以下のとおり見解を示した。  

     しかし、上位法である地自法第２３８条の４第７項の趣旨か

ら上記賃借状況表にあるとおり、市の業務スペースは不足して

おり、「阻害されている」と考えるのが妥当であり、違法性が認

められる。 

     さらに、同項の趣旨から１年以下の短期貸与における許可で

あるのに対して、協定書から「長期永続的な使用」が確認され

ていることからも違法性が認められる。  

 

   【以下議事録から抜粋】 

    「小金井市公有財産規則第２０条における使用許可の範囲とし  

て、行政財産は、その用途又は目的を妨げない限度において使用  

を許可することができる、としております。職員組合事務所につ  

きましては、行政財産の用途又は目的を妨げない限度において、 

最小限の広さの事務所の供与としまして職員団体と協定書を締結  

し、行政財産の目的外使用として無償で使用を許可しているもの  

であります。」 

 

２ 以上のことから、違法な無償貸与による損害賠償等を請求する。 

 

⑴ 住民は無償貸与により著しく損害を被っていることから、市長  

 は職員団体に対し過去３年に遡り近隣相場での賃料と、その代替  

として賃借した執務室の平均相当賃料の過去３年分を請求するこ  

と、及びこれらに係る国税に準じた延滞利息を請求すること。  

 

⑵ 違法であることから、市長は行政財産の即時貸し付け中止と、

職員団体に対して原状回復を求めること。 
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⑶ 現市長は基本的な違法性を見逃したことにより、民法第６４４  

条の善管注意義務違反に当たることから、市民に説明し謝罪する 

こと。 

また、市長又は市議会議員に対しては相当の処分を行うこと。 

 

第４ 判断 

 主文 本件監査請求を棄却する。 

 

理由 

第１ 本件監査請求に関する前提事実につき、次のとおり認定した。  

 １ 昭和２１年、小金井町職員組合が結成された。市（当時、町）は

同組合に対し、庁内の一隅を事務所として無償使用することを許可

した。 

 

 ２ 昭和３６年、小金井町職員組合が、小金井市職員組合（以下「市

職」という。）として再結成された。同年４月、市役所の住み込み用

務員が退職し、空室ができたことから、市は市職にこの部屋を事務

所として無償使用することを許可した。  

 

 ３ 昭和４３年、市は職員の厚生施設、会議室の不足を解消するため、

「職員会館」を建設し、その一部を市職に対し事務所として無償使

用することを許可した。 

   昭和６３年３月８日には、市と市職の間で、市職は光熱水費負担

基準に従って経費を負担する旨の協定が締結された。  

 

 ４ 平成２年、市職が分裂し、新たに「小金井市役所職員労働組合」

（以下「市職労」という。）が結成された。これに伴い、同年８月２

０日、市は市職労に対し、前原暫定庁舎１階の中央の大部屋（２６．

４９平方メートル）を事務所として無償使用することを許可すると

ともに、施設管理室に隣接する部屋（物入れを除く８．２８平方メ

ートル）の共同使用を認め、市職労は光熱水費負担基準に従って経

費を負担する旨の協定が締結された。 
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 ５ 平成３年、市と市職の補助機関である「現業評議会」（以下「評議

会」という。）との間で、同年４月１５日、事務所の代替措置に関す

る確認書を締結した。 

 

 ６ 平成６年、市は職員会館を取り壊した。  

   これに伴い、同年５月２０日、市は市職に対し、同年８月１日以

降、西庁舎１階の中央大部屋（６４．５平方メートル）を無償使用

することを許可し、市職は新たな光熱水費負担基準に従って経費を

負担する旨の協定を締結した。 

   また、市は評議会に対しても、同日、同年８月１日以降、西庁舎

１階端の部屋（１４．５平方メートル）を無償使用することを許可

し、評議会は新たな光熱水費負担基準に従って経費を負担する旨の

協定を締結した。 

   さらに市職労との間でも、同日、事務所の共用部分を一部変更す

るとともに、新たな光熱水費負担基準に従って経費を負担する旨の

協定が締結された。 

 

 ７ 平成１７年、市は前原暫定庁舎を取り壊した。  

   これに伴い、同年１２月１６日、市は市職労に対し、同年１１月

１日以降本町暫定庁舎１階の入口付近の２部屋（３０.５平方メート

ル）を無償使用することを許可し、光熱水費負担基準を改定する旨

の協定を締結した。 

 

 ８ 市の賃借状況 

  ⑴ 開発事業本部再開発課について 

    同課は平成６年１月に第二庁舎５階事務室に配置され、平成１

０年９月には武蔵小金井駅南口再開発事務所貸付地に移転した。

平成１３年４月には本町暫定庁舎２階に移転し、平成２０年７月

より本町六丁目９番３５号所在ＮＯＳＡＩ会館３階Ｇ室（７１．

５５平方メートル）に移転した。年間賃借料は２７０万円であっ

た。なお、武蔵小金井駅南口第１地区第一種市街地再開発事業が

完了したことにより、同課は平成２４年５月２１日より第二庁舎
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４階に執務室を置いている。 

 

  ⑵ 小金井市教育委員会学校教育部指導室について  

    同室は教育相談所及び不登校児童・生徒のための施設「もくせ 

い教室」として平成１２年８月より本町六丁目５番３号所在シャ

トー小金井３階の一部（１６０．８０９平方メートル）を賃借し

ており、その年間賃借料は４６７万８，０８０円（消費税別途・

敷金相当額等別途）である。 

 

  ⑶ ごみ対策課について 

    同課は清掃分室として平成２２年７月より貫井南町一丁目２２ 

番１号所在の建物を賃借しており、その年間賃借料は１，０９８  

万円（消費税別途）である。 

 

第２ 以上の事実認定の結果、以下のとおり判断した。  

 １ 職員団体に対する庁舎の一部使用許可について  

  ⑴ 地自法の財産に関する規定について 

   ア 地自法第９６条第１項は「普通地方公共団体の議会は、次に 

掲げる事件を議決しなければならない。」と規定し、議会の議決  

事項を１５項目挙げている。 

     そのうち第６号は、「条例で定める場合を除くほか、財産を交 

換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、 又は適 

正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けること。」を 

議決事項としている。 

 

   イ 他方、地自法は第２３７条以下に財産の節を設け、同法にお 

ける財産の定義、種類、管理・処分の制限等につき詳細に規定

している。その内容は第９６条第１項第６号と重複しているが、

第２３７条以下の方がはるかに具体的で、規定内容も豊富であ

る。 

     このことから、第９６条は、議会の議決事項を端的に示す趣  

旨で設けられた基本となる規定であり、個別具体的な財産の管  
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理・処分については、第２３７条以下の規定に従って、財産の  

種類に応じて、必要な手続を経ることが要求されていると解釈  

すべきである。 

よって、本件についても、まずは第２３７条以下に照らして  

その手続の合法性について検討すべきこととなる。  

 

  ⑵ 地自法第２３８条の４第７項について  

   ア 同法における財産とは、「公有財産、物品及び債権並びに基金」 

であり（第２３７条第１項）、公有財産は「行政財産と普通財産  

とに分類」され（第２３８条第３項）、そのうち「行政財産とは、  

普通地方公共団体において公用又は公共用に供し、又は供する  

ことと決定した財産をいい、普通財産とは、行政財産以外の一  

切の公有財産をいう。」と規定されている（第２３８条第４項）。  

本件において問題となるのは庁舎の一部であり、これは上記  

定義より行政財産に分類される。 

 

   イ 同法第２３８条の４第７項では、「行政財産は、その用途又は  

目的を妨げない限度においてその使用を許可することができ

る。」（目的外使用許可）と規定している。  

     行政財産の目的外使用許可は、一時的な使用に限って許可す  

る制度である。 

即ち、行政財産によっては、本来の用途又は目的外に使用さ  

せても本来の用途又は目的を妨げないばかりか、場合によって

は積極的に行政財産自体の公用を高めることもあり、また、行

政財産の本来の用途又は目的外についても使用を認めることが

適当であることがある。そこで、このような場合、行政財産を

行政上の許可処分として使用させることが認められているが、

その期間はなるべく短期間とすることが望ましく、通常１年以

内を原則とし、著しく実情に沿わない場合に限り適宜必要の程

度に応じて期間を延長することが適当であると解されている。  

普通地方公共団体において、財産の管理はその長の権限（第

１４９条第６号）であり、行政財産の目的外使用許可は管理権
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に基づく長の権限により行われるものであることから、この目

的外使用許可については規則で定めるべきものと解されている。 

 

  ⑶ 小金井市公有財産規則第２０条第８号について  

   ア 市は地自法第２３８条の４第７項に基づき、「小金井市公有財 

産規則」（以下「本規則」という。）を制定し、その第２０条で  

「行政財産は、次の各号の一に該当する場合は、その用途又は  

目的を妨げない限度において使用を許可することができる。」と  

規定し、その第８号で「市長が特に必要があると認めるとき。」 

を掲げている。 

 

    イ 市は本規則同条同号に基づき庁舎の一部を職員団体に使用さ 

せる許可処分（以下「本件許可処分」という。）をしている。そ  

こで、まず市長の裁量による本件許可処分の適法性について検  

討する。 

     本規則第２０条は、国又は地方公共団体及びその他公共団体 

が公用又は公共用に供するため、使用するとき（第１号）、市の

指導監督を受け、市の事務、事業を補佐し、又は代行する事務、

事業の用に供するため、使用するとき（第２号）、電気、ガス、

通信事業その他の公益事業の用に供するため、使用させるとき

（第３号）、職員の福利厚生又は公の施設の利用者のため、食堂、

売店等を経営させるとき（第４号）、災害その他の緊急事態の発

生により、応急施設として短期間使用させるとき（第６号）、公

の学術調査研究、公の施策等の普及宣伝その他公共目的のため

に行われる講演会、研究会等の用に短期間使用させるとき（第

７号）について、行政財産の目的外使用許可ができると規定す

る。 

これら許可される具体例の共通項は公共性にあり、本規則が

定める行政財産の目的外使用許可の範囲は、公共性を重視して

いるものと解される。 

 

    ウ ところで、行政財産は、本来行政目的の達成のために使用さ  
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れるものであるところ、地自法が、目的外使用許可について、

詳細な要件を定めることなく、「使用を許可することができる。」

（第２３８条の４第７項）と規定していることに鑑みると、普

通地方公共団体の長が、当該行政財産の性質、これにより達成

しようとする行政目的の内容、公用又は公共用に供する必要の

生ずる見込み、当該許可をした場合に予想される支障の程度及

び当該許可の相手方が享受する利益の性質など、諸般の事情を

総合的に考慮して目的外使用許可の可否を判断することが予定

されているというべきである。これらの事情を考慮すると、行

政財産の目的外使用許可の可否を判断するに当たっては、要件

及び効果の判断の双方において、普通地方公共団体の長に相当

の範囲での裁量があるものと解される。  

したがって、かかる普通地方公共団体の長の裁量権の行使が、

裁量権を逸脱し又は濫用したものとして違法と評価されるのは、

その判断の基礎とされた重要な事実に誤認があることなどによ

り上記判断が事実の基礎を欠いたり、事実に対する評価が合理

性を欠くことなどにより上記判断が社会通念に照らし妥当性を

欠く場合と解される。 

     そうすると、職員団体に対して、「市長が特に必要があると認

めるとき。」として、本件許可処分を行っていることが、社会通

念に照らし妥当性を欠く場合には、裁量権を逸脱ないし濫用す

るものとして違法となるものと解される。 

 

エ 職員団体は、地方公務員法第５２条に規定するとおり、職員

の勤務条件の維持、改善を目的とする団体であるところ、職員

の福利厚生に資する活動があることも認められ、また、職員の

安全衛生管理に積極的に協力するなど、円滑な市の行政執行に

ついて多くの貢献が認められる団体である。また、普通地方公

共団体の職員は、直接的に労働組合法は適用されないものの、

警察職員及び消防職員を除き、その勤務条件の維持改善を図る

ことを目的として職員団体を組織することができるとされ（同

法同条）、民間の労働者が労働条件の維持改善その他経済的地位
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の向上を図ることを主たる目的として労働組合を組織するもの

とされていることと （労働組合法第１条）、その基礎は同一であ

るものと解される。  

そして、多くの日本の労働組合は、いわゆる企業内組合とし

て企業内に事務所を企業から貸与されたり、企業の会議室施設

等の使用をしており、労働組合法でもこの程度の援助は違法な

経費援助に当たらないとされていることからも（同法第２条第

２号ただし書、第７条第３号ただし書）、法は、組合事務所を企

業内に設けることについて容認していると考えられ、広く一般

に受け入れられているものと解される。  

 

オ これらを勘案すると、職員団体は、本規則第２０条に具体的

に列挙する目的外使用許可の範囲と同様に、公共性があるもの

と考えられるところであり、事実多摩地区において多くの職員

団体が長期にわたり庁舎内に事務所を設けていることからすれ

ば、市長が職員団体に対して行った本件許可処分は、裁量権の

範囲を逸脱し又はこれを濫用したものであるとはいえないもの

と解される。 

 

  ⑷ 本規則第２１条について 

    次に、本件許可処分が本規則第２１条に違反しないかにつき検  

討する。 

同条は第１項で「行政財産の使用許可の期間は、１年を超えて

はならない。」と規定し、第２項では「前項の使用許可の期間は、

これを更新することができる。ただし、更新のときから同項の期

間を超えることができない。」と定めている。しかし、市と各職員

団体間にて本件許可処分に基づき締結された各協定書には、期間

の限定がなく、更新規定もない。 

本規則第２１条第１項及び第２項の規定からは、市は、期間を

１年と明記した上で、毎年使用許可処分をするか、更新の必要性

につき検討すべきであった。この点につき市は１年ごとに黙示の

更新を繰り返していたと解されるが、手続としては明確性に欠け
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る。 

この点において、本件許可処分は手続的に瑕疵があったと判断

せざるを得ない。 

 

  ⑸ 本件許可処分の現在における適法性 

   ア 本件許可処分が処分当時適法であったとしても、現在に至る  

まで適法性が維持されているとは限らない。行政財産の目的外

使用が許可されるのは「その用途又は目的を妨げない限度」で

あり（地自法第２３８条の４第７項）、許可処分後に行政財産が

本来の用途で使用されるべき必要性が生じた場合は同処分は取

り消されるべきだからである。 

目的外使用許可は、公務に支障がないこと、即ち本件でいえ

ば庁舎に場所的余裕があることを前提としている。しかし、市

は、前記のとおり、執務室のために他から賃借している状況に

あるため、庁舎に余裕があるとはいえないのではないかという

問題がある。 

 

   イ 市は、庁舎の他に建物を賃借しているのは各々特段の事情によ 

るものであり、事務所として使用させている部屋はいずれにせ

よ余剰であるので公務に支障を生じさせていないとして、次のよ

うな説明をしている。 

 

（ア） 再開発課は地権者が日常的に相談に訪れる場所であり、極  

めて重要な個人情報を大量に扱う上、特に再開発の場合、権  

利者同士の間に利害関係が生じ得ることから、より慎重な配  

慮が必要である。 

そのため、不特定多数が出入りできる庁舎内ではなく、独

立した事務所が必要であることから、別途事務所を賃借して

いる。 

 

（イ） 教育委員会学校教育部指導室は、いじめや不登校等のデリ  

ケートな相談を行う場所として相談者のプライバシーに配慮  
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する必要があること、適応指導教室として一定の広さがあり  

子どもが通いやすい場所であることなどの必要性から、市庁  

舎及び学校内ではなく、外部に設置しているものである。  

 

    （ ウ ) 環境部ごみ対策課は、不法投棄物発見から回収等の対応を

迅速に行うため、職員と車両が同一拠点にあることは必須で

あり、ダンプトラック、塵芥車などの車両基地としての機能

が求められる。また、日常的な現場作業後に使用するシャワ

ー・洗濯・更衣等の設備も必要であり、これらを現行庁舎内

に設置することは不可能であることから、清掃分室を設置す

ることは必要不可欠である。 

 

   ウ 以上の各理由はそれぞれ合理性が認められ、現時点において

本件許可処分が地自法第２３８条の４第７項の要件を欠如する

に至っているとは判断し難い。 

     よって、本件許可処分は適法性を維持していると考える。  

 

⑹ 地自法第９６条第１項第６号の該当性について  

本件許可処分が最終的に出されたのは、市職に対しては平成６ 

年及び市職労に対しては平成１７年であり、現在に至るまで職員

団体による庁舎の長期の使用が継続している。  

そこで、そもそもこのような長期にわたる使用状況は、地自法

第９６条第１項第６号における「貸付け」に該当し、無償にてこ

れをなすのは条例又は議会の議決が必要ではないかという問題が

ある。 

これについては、本件の使用状況は「貸付け」には該当しないと

解する。 

即ち、「貸付け」とは、当事者双方が長期的安定的な使用を将来

にわたり継続することを目的とし、かつこれにつき合意している

ことが前提となるが、本件においては市も職員団体も一時的な使

用を目的としており、市に庁舎使用の必要性が生じれば直ちに退

去することにつき共通の認識があり、現在に至るまでその認識に
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変化があったとは認められない。 

本件では、目的外使用許可処分の黙示の更新により、使用期間

が長期化してはいるが、「貸付け」についての合意は一切ない。  

    よって、本件においては、「貸付け」の事実はなく、地自法第９

６条違反はない。 

なお、現在地方公共団体が職員団体に庁舎を使用させているケ

ースの多くが、本件と同様、地自法第２３８条の４第７項の目的

外使用許可処分によっており、「貸付け」の事例は見当たらない。 

 

２ 職員団体に対する庁舎使用に関する使用料免除について  

  ⑴ 地自法第２２５条は、普通地方公共団体は、目的外使用許可を  

受けてする行政財産の使用又は公の施設の利用につき使用料を徴

収することができると規定する。また、同法第２２８条では、使

用料に関する事項については、条例でこれを定めなければならな

いと規定されている。 

 

  ⑵ これを受けて、市は使用料条例において、使用料とその減免に  

ついて規定している。 

使用料条例第５条は、国又は地方公共団体において、公用又は

公共用に供するため使用するとき（第１号）、市の指導監督を受け、

市の事務、事業を補佐し、又は代行する団体において、補佐又は

代行する事務、事業の用に供するため使用するとき（第２号）に

該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができると

しており、使用料減免についても、公共性を重視しているものと

解される。 

 

  ⑶ 市は、職員団体に対する庁舎使用については、使用料条例第５  

条第４号に定める「市長が特に必要があると認めるとき。」として、

その使用料を免除する（以下「本件免除処分」という。）こととし

ている。 

    即ち、行政財産の使用料条例所定の要件に該当するか否かの判  

断についても、行政財産の管理者に裁量権が認められており、使
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用料免除処分が違法とされるためには、その判断が全く事実の基

礎を欠き又は社会通念上著しく妥当性を欠くことが明らかである

など、管理者に付与された裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用

したものであるといえる場合であることを要するものと解される。 

職員団体は、使用料条例第５条に具体的に列挙する使用料減免

の範囲と同様に、公共性があるものと考えられるところであり、

市長が職員団体に対して行った本件免除処分は、裁量権の範囲を

逸脱し又はこれを濫用したものであるとはいえないものと解され

る。 

 

⑷ なお、請求人は使用料条例第５条第４号が議決された際の議事 

録（昭和６１年３月３１日）には「職員組合は、法的にも独立し

た機関として認められ、当局と対等の立場にある。したがって、

施設の使用料や光熱水費等払うべきものは払うべきだと思うとの

意見がなされました。」との記録があり、無償貸与を認めていない

と主張する。 

しかし、これは、昭和６１年第１回定例会最終日に、総務委員

会に付託された「小金井市行政財産使用料条例」の議案審議でど

のような議論、意見があったか報告する委員長報告の一部であり、

総務委員会で発言された一議員の意見である。よって、これに拘

束されるものではない。 

 

 ３ 結論 

   以上、本件許可処分及び本件免除処分に問題があるとすれば、前 

記のとおり、本件許可処分の更新につき本規則第２１条の趣旨に従  

った手続を経ていないことに限られる。しかし、これは手続の瑕疵  

であって手続そのものを無効とするほどの強い違法性は認められな  

い。 

よって、本件請求は理由がないので棄却するのが相当と判断する。 

 


